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(57)【要約】
　内視鏡リプロセッサは、内視鏡から内視鏡情報を読み
取る内視鏡情報読取部と、内視鏡を配置する処理槽と、
前記処理槽に配置された内視鏡の本数を検知する本数検
知部と、前記内視鏡情報読取部が読み取った内視鏡の本
数である第１本数と、前記本数検知部が検知した内視鏡
の本数である第２本数とが同じか異なるかを判定する判
定部と、エラーを報知する報知部と、前記判定部および
前記報知部に接続されて、前記第１本数と、前記第２本
数とが異なると前記判定部が判定した場合に、前記報知
部を駆動する制御部と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡から内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読取部と、
　内視鏡を配置する処理槽と、
　前記処理槽に配置された内視鏡の本数を検知する本数検知部と、
　前記内視鏡情報読取部が読み取った内視鏡の本数である第１本数と、前記本数検知部が
検知した内視鏡の本数である第２本数とが同じか異なるかを判定する判定部と、
　エラーを報知する報知部と、
　前記判定部および前記報知部に接続されて、前記第１本数と、前記第２本数とが異なる
と前記判定部が判定した場合に、前記報知部を駆動する制御部と、
を含むことを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【請求項２】
　前記処理槽に配置されて所定水位を検知する第１水位センサを含み、
　前記本数検知部は、前記所定水位となるまで前記処理槽に導入された液体の量から、前
記処理槽に配置された内視鏡の本数を検知する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項３】
　前記処理槽の前記所定水位まで液体を供給する液体供給部と、
　前記液体供給部と前記処理槽とをつなぐ液体供給管路と、
　前記液体供給部または前記液体供給管路に配置されて前記処理槽に導入される前記液体
の量を測定する流量センサと、を含み、
　前記制御部は、前記液体供給部および前記水位センサに接続されて、前記液体が前記所
定水位に到達するまで前記液体供給部を駆動し、
　前記本数検知部は前記流量センサに接続されて、前記処理槽の前記所定水位まで導入さ
れた前記液体の量から前記処理槽に配置された内視鏡の本数を割り出す第１算出部を、含
むことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項４】
　薬液を貯留する薬液タンクと、
　前記処理槽の前記所定水位まで前記薬液を供給する液体供給部と、
　前記薬液タンクと前記処理槽とをつなぐ液体供給管路と、
　前記薬液タンクに配置されて前記薬液の減少量を測定する第２水位センサと、を含み、
　前記制御部は、前記液体供給部および前記第１水位センサに接続されて、前記薬液の減
少量から、前記処理槽に配置された内視鏡の本数を割り出す第１算出部を、含むことを特
徴とする請求項２に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項５】
　前記処理槽に配置されて所定水位を検知する第１水位センサと、
　前記処理槽の前記所定水位まで液体を供給する液体供給部と、
　前記液体供給部および前記第１水位センサに接続されて、前記液体が前記所定水位に到
達するまで前記液体供給部を駆動する制御部と、を含み、
　前記本数検知部は前記制御部または前記液体供給部に接続されて、前記液体供給部が駆
動されてから前記液体が前記所定水位に到達するまでの時間を計る計時部と、前記時間か
ら前記処理槽に配置された内視鏡の本数を割り出す第２算出部を含むことを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項６】
　前記処理槽に液体を供給する液体供給部と、
　前記処理槽に配置され、内視鏡または洗浄チューブが接続されることで閉状態から開状
態となる第１コネクタと、
　前記処理槽に配置され、内視鏡または洗浄チューブが接続されることで閉状態から開状
態となる第２コネクタと、
　前記第１コネクタおよび前記第２コネクタと、前記液体供給部とをつなぐ液体供給管路
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と、
　前記液体供給管路に配置された流量センサと、
　前記本数検知部は、前記流量センサに接続されて、前記液体が導出された管路の本数を
内視鏡の本数に換算する請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項７】
　前記処理槽に配置されて所定水位を検知する第１水位センサと、
　前記処理槽に液体を供給する液体供給部と、
　前記液体供給部および前記第１水位センサに接続されて、前記液体が前記所定水位に到
達するまで前記液体供給部を駆動する制御部と、
　前記処理槽に貯留された前記液体を前記液体供給部に戻す回収管路と、
　前記回収管路に配置された流量センサと、
を含み、
　前記本数検知部は前記流量センサに接続されて、前記回収管路を通過した前記液体の量
から前記処理槽に配置された内視鏡の本数を割り出すことを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡リプロセッサ。
【請求項８】
　前記処理槽に液体を供給する液体供給部と、
　前記処理槽に配置され、内視鏡または洗浄チューブが接続されることで閉状態から開状
態となる第１コネクタと、
　前記処理槽に配置され、内視鏡または洗浄チューブが接続されることで閉状態から開状
態となる第２コネクタと、
　前記液体供給部と前記第１コネクタとをつなぐ第１供給管路と、
　前記液体供給部と前記第２コネクタとをつなぐ第２供給管路と、
　前記第１供給管路に配置された第１流動センサと、
　前記第２供給管路に配置された第２流動センサと、
を含み、
　前記本数検知部は、前記第１流動センサおよび前記第２流動センサに接続されて、前記
第１供給管路および前記第２供給管路のうち、前記液体の流動が検出された管路の本数を
内視鏡の本数に換算する請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項９】
　前記処理槽に流体を供給して内視鏡を再生処理する流体供給部を含み、
　前記制御部は、前記流体供給部、前記本数検知部、および前記内視鏡情報読取部に接続
されて、
　前記内視鏡情報読取部が読み取った内視鏡の本数と、前記本数検知部が検知した内視鏡
の本数とが異なると前記判定部が判定した場合、再生処理の終了後に前記報知部を駆動し
続け、前記本数検知部が検知した内視鏡の本数と同じ数だけ、前記内視鏡情報読取部が内
視鏡情報を読み取ると前記報知部の駆動を停止することを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡リプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読取部を備える内視鏡リプロセッサに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において使用される内視鏡は、使用後に洗浄処理及び消毒処理等の薬液を用い
た再生処理が施される。また、内視鏡の再生処理を自動的に行う内視鏡洗浄装置が知られ
ている。
【０００３】
　内視鏡洗浄装置には、例えば日本国特開２０１０－３５６８９号公報に開示されている
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ように、内視鏡に設けられたＲＦＩＤタグ等から内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読取部
を備え、当該内視鏡情報と再生処理の実施の履歴情報とを紐付ける構成を有するものが知
られている。
【０００４】
　内視鏡情報読取部を備える内視鏡リプロセッサにおいて、内視鏡情報読取部による内視
鏡情報の読み取りを行っていない内視鏡に対して再生処理を実行してしまった場合、内視
鏡情報と再生処理の実施の履歴情報とを紐付けを人の手で行う必要が生じ、手間が増える
。
【０００５】
　本発明は、内視鏡情報読取部による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる
内視鏡リプロセッサを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様による内視鏡リプロセッサは、内視鏡から内視鏡情報を読み取る内視鏡
情報読取部と、内視鏡を配置する処理槽と、前記処理槽に配置された内視鏡の本数を検知
する本数検知部と、前記内視鏡情報読取部が読み取った内視鏡の本数である第１本数と、
前記本数検知部が検知した内視鏡の本数である第２本数とが同じか異なるかを判定する判
定部と、エラーを報知する報知部と、前記判定部および前記報知部に接続されて、前記第
１本数と、前記第２本数とが異なると前記判定部が判定した場合に、前記報知部を駆動す
る制御部と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態の内視鏡リプロセッサの構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態の本数検知部に関わる構成を示す図である。
【図３】第１の実施形態の内視鏡リプロセッサの動作を示すフローチャートである。
【図４】第１の実施形態の第２の変形例の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成
を示す図である。
【図５】第１の実施形態の第３の変形例の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成
を示す図である。
【図６】第２の実施形態の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示す図である
。
【図７】第３の実施形態の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示す図である
。
【図８】第３の実施形態の変形例の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示す
図である。
【図９】第４の実施形態の内視鏡リプロセッサの、エラー解除操作入力判定処理のフロー
チャートである。
【図１０】第５の実施形態の内視鏡リプロセッサの、エラー解除操作入力判定処理のフロ
ーチャートである。
【図１１】第６の実施形態の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示す図であ
る。
【図１２】第６の実施形態の変形例の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示
す図である。
【図１３】第７の実施形態の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示す図であ
る。
【図１４】第８の実施形態の内視鏡リプロセッサの本数検知部に関わる構成を示す図であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
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　以下に、本発明の好ましい形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明に
用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、構成
要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図に記載された構成要素
の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、および各構成要素の相対的な位置関
係のみに限定されるものではない。
【０００９】
（第１の実施形態）　
　以下に、本発明の実施形態の一例を説明する。図１に示す内視鏡リプロセッサ１は、内
視鏡に対して、再生処理を施す装置である。ここでいう再生処理とは特に限定されるもの
ではなく、水によるすすぎ処理、有機物等の汚れを落とす洗浄処理、所定の微生物を無効
化する消毒処理、全ての微生物を排除もしくは死滅させる滅菌処理、またはこれらの組み
合わせ、のいずれであってもよい。
【００１０】
　なお、以下の説明において、上方とは比較対象に対してより地面から遠ざかった位置の
ことを指し、下方とは比較対象に対してより地面に近づいた位置のことを指す。また、以
下の説明における高低とは、重力方向に沿った高さ関係を示すものとする。
【００１１】
　内視鏡リプロセッサ１は、制御部５、電源部６、操作部７、報知部８、処理槽２、内視
鏡情報読取部９、本数検知部８０、および判定部１０を備える。
【００１２】
　制御部５は、演算装置（ＣＰＵ）、記憶装置（ＲＡＭ）、補助記憶装置、入出力装置お
よび電力制御装置等を具備して構成することができ、内視鏡リプロセッサ１を構成する各
部位の動作を、所定のプログラムに基づいて制御する構成を有している。以下の説明にお
ける内視鏡リプロセッサ１に含まれる各構成の動作は、特に記載がない場合であっても制
御部５によって制御される。
【００１３】
　電源部６は、内視鏡リプロセッサ１の各部位に電力を供給する。電源部６は、商用電源
等の外部から得た電力を各部位に分配する。なお、電源部６は、発電装置やバッテリーを
備えていてもよい。
【００１４】
　操作部７および報知部８は、使用者との間の情報の授受を行うユーザインターフェース
を構成する。操作部７は、例えばプッシュスイッチやタッチセンサ等の、使用者からの動
作指示を受け付ける操作部材を含む。使用者からの動作指示は、操作部７により電気信号
に変換され、制御部５に入力される。使用者からの動作指示とは、例えば再生処理の開始
指示等である。なお、操作部７は、制御部５との間で有線通信または無線通信を行う内視
鏡リプロセッサ１の本体部１ａと分離した電子機器に備えられる形態であってもよい。
【００１５】
　また、報知部８は、例えば画像や文字を表示する表示装置、光を発する発光装置、音を
発するスピーカ、振動を発するバイブレータ、またはこれらの組み合わせ、を含む。報知
部８は、制御部５から使用者に対して情報を出力する。なお、報知部８は、制御部５との
間で有線通信または無線通信を行う内視鏡リプロセッサ１の本体部１ａと分離した電子機
器に備えられる形態であってもよい。
【００１６】
　制御部５は、内視鏡リプロセッサ１の動作において異常な状態（エラー）が発生した場
合に、報知部８を駆動して、例えば音を発することにより当該エラーを報知する。また、
エラーの報知時において、報知部８は、エラーの内容を示す文字情報を表示する構成を有
していてもよい。
【００１７】
　処理槽２は、開口部を有する凹形状であり、内部に液体を貯留することが可能である。
処理槽２内には、図示しない複数の内視鏡を配置することができる。本実施形態では一例
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として、処理槽２内には、２本の内視鏡を配置することができる。処理槽２の上部には、
処理槽２の開口部を開閉する蓋３が設けられている。処理槽２内において内視鏡に再生処
理を施す場合には、処理槽２の開口部は蓋３によって閉じられる。
【００１８】
　処理槽２には、薬液ノズル１２、排液口１１、循環口１３、循環ノズル１４、消毒液ノ
ズル１５、内視鏡接続部１６、付属品ケース１７および第１水位センサ６０が設けられて
いる。
【００１９】
　薬液ノズル１２は、薬液管路２６を介して薬液タンク２０に連通する開口部である。薬
液タンク２０は、薬液を貯留する。薬液管路２６には、薬液ポンプ２７が設けられている
。薬液ポンプ２７を運転することにより、薬液タンク２０内の薬液が、薬液管路２６およ
び薬液ノズル１２を経由して、処理槽２内に移送される。薬液ポンプ２７は制御部５に接
続されており、薬液ポンプ２７の動作は制御部５によって制御される。
【００２０】
　薬液タンク２０が貯留する薬液の種類は特に限定されるものではないが、本実施形態で
は一例として、薬液は消毒処理に用いられる例えば消毒液、または滅菌処理に用いられる
滅菌液である。消毒液または滅菌液として過酢酸が挙げられる。ただし、本発明はこれに
限定されず、薬液として、洗浄処理に用いられる洗浄液、乾燥に用いられる高揮発性溶液
等を目的に応じて適宜選択することができる。
【００２１】
　また、本実施形態では一例として、薬液は、薬液ボトル１８から供給された薬液の原液
を、水によって所定の比率で希釈したものである。本実施形態の薬液タンク２０は、薬液
ボトル１８から供給された薬液の原液を薬液タンク２０内に導入するボトル接続部１９、
および希釈用の水を薬液タンク２０内に導入する希釈管路４８に連通している。薬液ボト
ル１８がボトル接続部１９に接続されることにより、薬液の原液が薬液タンク２０内に導
入される。希釈管路４８から薬液タンク２０内に水を導入する構成については後述する。
【００２２】
　なお、内視鏡リプロセッサ１は、薬液を水等によって希釈する構成を有していなくとも
よい。また、薬液が複数種類の原液を混合して使用されるものである場合には、ボトル接
続部１９は複数の薬液ボトル１８に接続可能である。
【００２３】
　また、本実施形態では一例として、薬液は、濃度が薬効を有する所定の範囲内である場
合には、再使用可能である。薬液タンク２０は、薬液タンク２０内から処理槽２内に移送
された薬液を回収して再び貯留する薬液回収部を兼ねる。
【００２４】
　また、薬液タンク２０には、排液部２８が配設されている。排液部２８は、薬液タンク
２０内から薬液または水等の液体を排出する。排液部２８は、重力によって薬液タンク２
０内から液体を排出する構成であってもよいし、ポンプによって強制的に薬液タンク２０
内から液体を排出する構成であってもよい。
【００２５】
　本実施形態では一例として、排液部２８は、薬液タンク２０の底面または底面付近に設
けられた排液口２０ａに連通するドレーン管路２８ａと、ドレーン管路２８ａを開閉する
ドレーンバルブ２８ｂと、を含む。ドレーンバルブ２８ｂは、制御部５によって開閉の制
御がなされる電磁開閉弁であってもよいし、使用者の手動操作によって開閉が行われるコ
ックであってもよい。
【００２６】
　なお、薬液タンク２０内から液体を排出する経路は、ドレーン管路のみに限られない。
例えば、薬液ポンプ２７の運転を開始することによって、薬液管路２６および薬液ノズル
１２を経由して、薬液タンク２０内から液体を処理槽２内に排出することも可能である。
この場合、内視鏡リプロセッサ１は、図１に示される排液口２０ａ、ドレーン管路２８ａ
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、およびドレーンバルブ２８ｂを含まない構成であってもよい。
【００２７】
　排液口１１は、処理槽２内の最も低い箇所に設けられた開口部である。排液口１１は、
排出管路２１に接続されている。排出管路２１は、排液口１１と切替バルブ２２とを連通
している。切替バルブ２２には、回収管路２３および廃棄管路２５が接続されている。切
替バルブ２２は、排出管路２１を閉塞した状態、排出管路２１と回収管路２３とを連通し
た状態、または排出管路２１と廃棄管路２５とを連通した状態、に切り替え可能である。
切替バルブ２２は制御部５に接続されており、切替バルブ２２の動作は制御部５によって
制御される。
【００２８】
　回収管路２３は、薬液タンク２０と切替バルブ２２とを連通している。また、廃棄管路
２５には排出ポンプ２４が設けられている。排出ポンプ２４は制御部５に接続されており
、排出ポンプ２４の動作は制御部５によって制御される。廃棄管路２５は、内視鏡リプロ
セッサ１から排出される液体を受け入れるための排液設備に接続される。
【００２９】
　切替バルブ２２を閉状態とすれば、処理槽２内に液体を貯留することができる。また、
処理槽２内に薬液が貯留されている時に、切替バルブ２２を排出管路２１と回収管路２３
とが連通した状態とすれば、薬液が処理槽２から薬液タンク２０に移送される。また、切
替バルブ２２を排出管路２１と廃棄管路２５とが連通した状態とし、排出ポンプ２４の運
転を開始すれば、処理槽２内の液体が廃棄管路２５を経由して排液設備に送出される。
【００３０】
　循環口１３は、処理槽２の底面付近に設けられた開口部である。循環口１３は、循環管
路１３ａに連通している。循環管路１３ａは、内視鏡循環管路３０および処理槽循環管路
４０の二つの管路に分岐している。
【００３１】
　内視鏡循環管路３０は、循環管路１３ａと後述するチャンネルブロック３２とを連通し
ている。内視鏡循環管路３０には、循環ポンプ３３が設けられている。循環ポンプ３３は
、稼働することにより内視鏡循環管路３０内の流体をチャンネルブロック３２に向かって
移送する。
【００３２】
　チャンネルブロック３２には、前述の内視鏡循環管路３０の他に、吸気管路３４、アル
コール管路３８および送出管路３１が接続されている。チャンネルブロック３２は、送出
管路３１と、内視鏡循環管路３０、吸気管路３４およびアルコール管路３８とを接続して
いる。チャンネルブロック３２は、内視鏡循環管路３０、吸気管路３４およびアルコール
管路３８のそれぞれから、チャンネルブロック３２内へ向かう方向にのみ流体の流れを許
容する逆止弁が設けられている。すなわち、チャンネルブロック３２内から、内視鏡循環
管路３０、吸気管路３４およびアルコール管路３８に向かって流体が流れないようになっ
ている。
【００３３】
　吸気管路３４は、一方の端部が大気に開放されており、他方の端部がチャンネルブロッ
ク３２に接続されている。なお、図示しないが、吸気管路３４の一方の端部には、通過す
る気体を濾過するフィルタが設けられている。エアポンプ３５は、吸気管路３４に設けら
れており、稼働することにより吸気管路３４内の気体をチャンネルブロック３２に向かっ
て移送する。
【００３４】
　アルコール管路３８は、アルコールを貯留するアルコールタンク３７とチャンネルブロ
ック３２とを連通している。アルコールタンク３７内に貯留されるアルコールは、例えば
エタノールが挙げられる。アルコール濃度については、適宜に選択することができる。ア
ルコールポンプ３９は、アルコール管路３８に設けられており、稼働することによりアル
コールタンク３７内のアルコールをチャンネルブロック３２に向かって移送する。
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【００３５】
　循環ポンプ３３、エアポンプ３５およびアルコールポンプ３９は、制御部５に接続され
ており、これらの動作は制御部５によって制御される。処理槽２内に液体が貯留されてい
る場合に、循環ポンプ３３の運転を開始すれば、処理槽２内の液体が、循環口１３、循環
管路１３ａおよび内視鏡循環管路３０を経由して、送出管路３１に送り込まれる。また、
エアポンプ３５の運転を開始すれば、空気が送出管路３１に送り込まれる。また、アルコ
ールポンプ３９の運転を開始すれば、アルコールタンク３７内のアルコールが送出管路３
１に送り込まれる。
【００３６】
　送出管路３１は、内視鏡接続管路３１ｂおよびケース接続管路３１ｃに分岐している。
内視鏡接続管路３１ｂは、内視鏡接続部１６に接続されている。また、ケース接続管路３
１ｃは、付属品ケース１７に接続されている。
【００３７】
　また、送出管路３１には、流路切替部３１ａが設けられている。流路切替部３１ａは、
送出管路３１と内視鏡接続管路３１ｂとを常時接続するリリーフ弁であって、内視鏡接続
管路３１ｂ内の圧力が所定の値を超えた場合に、送出管路３１から流入する流体をケース
接続管路３１ｃに逃がす。すなわち、流路切替部３１ａは、内視鏡接続管路３１ｂ内の圧
力を一定に保つ。
【００３８】
　内視鏡接続部１６は、図示しない洗浄チューブを介して、内視鏡に設けられた口金に接
続されてもよいし、内視鏡を直接接続してもよい。内視鏡接続部１６は、処理槽２内に配
置可能な内視鏡の本数に応じた数が設けられる。前述のように本実施形態では一例として
２本の内視鏡が処理槽２内に配置可能であるから、内視鏡接続部１６は、２本の内視鏡の
それぞれの口金に接続可能なように、少なくとも２つ設けられる。付属品ケース１７は、
内視鏡の図示しない付属品を収容するかご状の部材である。
【００３９】
　チャンネルブロック３２から送出管路３１に送出された流体は、内視鏡接続部１６およ
び洗浄チューブを介して、内視鏡の口金に連通する管路内に導入される。管路内に導入さ
れる流体の圧力が、リリーフ弁である流路切替部３１ａが作動する値を超えると、当該流
体は、内視鏡の管路内の他に、ケース接続管路３１ｃを経由して付属品ケース１７内にも
導入される。
【００４０】
　処理槽循環管路４０は、循環管路１３ａと循環ノズル１４とを連通している。循環ノズ
ル１４は、処理槽２内に設けられた開口部である。処理槽循環管路４０には、流液ポンプ
４１が設けられている。流液ポンプ４１は制御部５に接続されており、流液ポンプ４１の
動作は制御部５によって制御される。
【００４１】
　また、処理槽循環管路４０の流液ポンプ４１と循環ノズル１４との間には、三方弁４２
が設けられている。三方弁４２には、給水管路４３が接続されている。三方弁４２は、循
環ノズル１４と処理槽循環管路４０とを連通した状態、または循環ノズル１４と給水管路
４３とを連通した状態、に切り替え可能である。
【００４２】
　給水管路４３は、三方弁４２と水供給源接続部４６とを連通している。給水管路４３に
は、給水管路４３を開閉する水導入バルブ４５および水を濾過する水フィルタ４４が設け
られている。水供給源接続部４６は、例えばホース等を介して、水を送出する水道設備等
の水供給源４９に接続される。
【００４３】
　給水管路４３の、水フィルタ４４と三方弁４２との間の区間には、希釈バルブ４７が設
けられている。希釈バルブ４７には、希釈バルブ４７と薬液タンク２０とを連通する希釈
管路４８が接続されている。希釈バルブ４７は、水フィルタ４４と三方弁４２とを連通し
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た状態、または水フィルタ４４と希釈管路４８とを連通した状態、に切り替え可能である
。三方弁４２、水導入バルブ４５および希釈バルブ４７は、制御部５に接続されており、
これらの動作は制御部５によって制御される。
【００４４】
　処理槽２内に液体が貯留されている場合に、三方弁４２を循環ノズル１４と処理槽循環
管路４０とを連通した状態とし、希釈バルブ４７を水フィルタ４４と三方弁４２とを連通
した状態として、流液ポンプ４１の運転を開始すれば、処理槽２内の液体が、循環口１３
、循環管路１３ａおよび処理槽循環管路４０を経由して、循環ノズル１４から吐出される
。
【００４５】
　また、三方弁４２を、循環ノズル１４と給水管路４３とを連通した状態とし、希釈バル
ブ４７を水フィルタ４４と三方弁４２とを連通した状態として、水導入バルブ４５を開状
態とすれば、水供給源４９から供給された水が循環ノズル１４から吐出される。循環ノズ
ル１４から吐出された液体は、処理槽２内に導入される。
【００４６】
　また、希釈バルブ４７を水フィルタ４４と希釈管路４８とを連通した状態とし、水導入
バルブ４５を開状態とすれば、水供給源４９から供給された水が薬液タンク２０内に導入
される。
【００４７】
　洗浄液ノズル１５は、洗浄液管路５１を介して、洗浄液を貯留する洗浄液タンク５０に
連通する開口部である。洗浄液は、洗浄処理に用いられる。洗浄液管路５１には、洗浄液
ポンプ５２が設けられている。洗浄液ポンプ５２は制御部５に接続されており、洗浄液ポ
ンプ５２の動作は制御部５によって制御される。洗浄液ポンプ５２を運転することにより
、洗浄液タンク５０内の洗浄液が、処理槽２内に移送される。
【００４８】
　第１水位センサ６０は、処理槽２に配置されており、処理槽２内に貯留される液体の液
面が、所定の水位Ｌ１以上の高さにあるか否かを検知する。水位センサ６０は、制御部５
に電気的に接続されており、検出結果の情報を制御部５に出力する。
【００４９】
　第１水位センサ６０の構成は特に限定されるものではない。第１水位センサ６０は、処
理槽２に貯留される液体に浮くフロートの上下動に応じて開閉するスイッチの動作状態に
基づいて、液体の液面が所定の水位Ｌ１以上の高さにあるか否かを検出する、いわゆるフ
ロート式水位センサであってもよい。また例えば、第１水位センサ６０は、離間して配設
された複数の電極を備え、複数の電極が液体中に没しているか否かによって変化する複数
の電極間の電気的な導通の有無に基づいて、液体の液面が所定の水位Ｌ１以上の高さにあ
るか否かを検出する、いわゆる電極式水位センサであってもよい。
【００５０】
　所定の水位Ｌ１は、処理槽２内に配置された複数本の内視鏡の最も高い部分よりも高い
一に設定されている。すなわち、処理槽２内の所定の水位Ｌ１まで液体を貯留した場合に
は、処理槽２内に配置された全ての内視鏡の全体が、液体中に没する。
【００５１】
　内視鏡情報読取部９は、内視鏡から内視鏡情報を読み取り、当該内視鏡情報を制御部５
に送信する。内視鏡情報は、個々の内視鏡に付された識別子の情報を含む。識別子は、内
視鏡の製造者により定められるものであってもよいし、内視鏡の使用者が独自に定めたも
のであってもよい。
【００５２】
　内視鏡情報読取部９が内視鏡から内視鏡情報を読み取る方法は特に限定されるものでは
ない。本実施形態では一例として、内視鏡情報は、内視鏡に内蔵または取り付けられたＲ
ＦＩＤタグに記憶されており、内視鏡情報読取部９は、このＲＦＩＤタグから内視鏡情報
を読み取るＲＦＩＤタグリーダである。



(10) JP WO2017/038132 A1 2017.3.9

10

20

30

40

50

【００５３】
　なお、内視鏡情報は、文字、バーコード、または２次元コード等により内視鏡の外表面
または内視鏡に取り付けられたタグに表示されており、内視鏡情報読取部９は、文字、バ
ーコード、または２次元コードを認識して内視鏡情報を読み取る装置であってもよい。ま
た、内視鏡情報読取部９は、制御部５との間で有線通信または無線通信を行う内視鏡リプ
ロセッサ１の本体部１ａと分離した電子機器に備えられる形態であってもよい。
【００５４】
　制御部５は、内視鏡情報読取部９により内視鏡から読み取った内視鏡情報を、記憶部５
ａに記憶する。なお、記憶部５ａは、制御部５に含まれていてもよいし、制御部５とは別
体であってもよい。内視鏡情報は、内視鏡リプロセッサ１により再生処理を施した日時等
の情報を含む履歴情報と紐付けられて管理情報として記憶される。
【００５５】
　なお、内視鏡情報読取部９は、使用者に付された識別子の情報を読み取り可能であって
もよい。この場合、制御部５は、使用者の識別子と、内視鏡情報と、履歴情報とを紐付け
て記憶部５ａに記憶する。
【００５６】
　判定部１０は、内視鏡情報読取部９が前記内視鏡情報を読み取った内視鏡の本数である
第１本数Ｎ１と、後述する本数検知部８０によって検知された処理槽２内に配置されてい
る内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が同じであるか異なるかを判定する。判定部１０
の動作については後述する。なお、判定部１０は、制御部５に含まれていてもよいし、制
御部５とは別体であり判定結果の情報を制御部５に出力するものであってもよい。
【００５７】
　本数検知部８０は、処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を検
知し、第２本数Ｎ２の情報を制御部５に送信する。本数検知部８０の詳細な構成について
は後述する。
【００５８】
　図２は、本実施形態の本数検知部８０に関わる構成を示す図である。本数検知部８０は
、第１算出部８０ａを備える。第１算出部８０ａは、処理槽２内に液体を導入し、処理槽
２内に液体が貯留されていない状態から、処理槽２内に貯留された液体の液面が所定の水
位Ｌ１に達した時点までに、処理槽２へ導入した液体の体積である導入量Ｖｉに基づき、
処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する。なお、本数検
知部８０は、制御部５に含まれていてもよいし、制御部５とは別体であり第２本数Ｎ２の
検知結果の情報を制御部５に出力するものであってもよい。
【００５９】
　導入量Ｖｉを測定する対象の液体は、液体供給部７０により処理槽２内に供給される。
導入量Ｖｉを測定する対象の液体の種類は特に限定されるものではなく、処理槽２内に所
定の水位Ｌ１まで満たすことが可能な量を供給可能な液体であればよい。
【００６０】
　本実施形態では一例として、導入量Ｖｉを測定する対象の液体は、内視鏡リプロセッサ
１の外部の水供給源４９から供給される水である。すなわち、本実施形態の液体供給部７
０は、水供給源接続部４６、水導入バルブ４５および給水管路４３を備える。
【００６１】
　なお、導入量Ｖｉを測定する対象の液体は、内視鏡リプロセッサ１内に貯留されている
液体であってもよい。処理槽２内に所定の水位Ｌ１まで満たすことが可能な量が内視鏡リ
プロセッサ１内に貯留される液体としては、例えば薬液タンク２０に貯留される薬液が挙
げられる。
【００６２】
　処理槽２に導入される液体の導入量Ｖｉを測定するための構成は特に限定されるもので
はないが、本実施形態では一例として、内視鏡リプロセッサ１は、液体供給部７０から処
理槽２に供給される液体の流量を測定する流量センサ８１を備え、流量センサ８１により
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導入量Ｖｉを測定する。
【００６３】
　液体供給部７０が水供給源４９から供給される水を処理槽２内に導入する構成を有する
本実施形態では、流量センサ８１は、給水管路４３に設けられており、給水管路４３を流
れる水の流量を測定する。なお、流量センサ８１は、循環ノズル１４または水供給源接続
部４６に設けられていてもよい。
【００６４】
　流量センサ８１は、制御部５に電気的に接続されており、測定結果の情報を制御部５に
送信する。なお、流量センサ８１は、制御部５が導入量Ｖｉを取得するために必要な値を
測定するものであればよい。例えば流量センサ８１は、制御部５から指定された期間にお
いて処理槽２に導入された液体の体積を測定結果として出力する形態であってもよいし、
また例えば流量センサ８１は、単位時間あたりに処理槽２に導入された液体の体積の情報
を測定結果として出力する形態であってもよい。また、例えば流量センサ８１は、液体が
流れる管路の所定の区間における流速または圧力の情報を測定結果として出力する形態で
あってもよい。どの例であっても、流量センサ８１による測定結果に基づいて、制御部５
が導入量Ｖｉを取得可能であることは、周知の通りである。
【００６５】
　制御部５は、流量センサ８１による測定結果に基づいて取得した導入量Ｖｉの値を本数
検知部８０の第１算出部８０ａに出力する。
【００６６】
　一般的に処理槽２に配置された内視鏡の本数が増えるほど導入量Ｖｉは減るため、第１
算出部８０ａは、導入量Ｖｉから処理槽２に配置された内視鏡の本数を算出することがで
きる。
【００６７】
　例えば、導入量が所定の値Ｖｉ１未満であった場合には、処理槽２に配置された内視鏡
の本数は２本、Ｖｉ１以上であった場合には処理槽２に配置された内視鏡の本数は１本と
、内視鏡の本数を算出することができる。
【００６８】
　判定部１０は、内視鏡情報読取部９が読み取った内視鏡の本数である第１本数と、第１
算出部８０ａが算出した内視鏡の本数である第２本数とを比較し、一致するか異なるかを
判定する。
【００６９】
　制御部５は、判定部１０が第１本数と第２本数とが異なると判定した場合に報知部８を
駆動し、ユーザーに報知する。
【００７０】
　例えば、第１本数が１本、第２本数が２本であった場合、内視鏡情報読取部９には１本
分しか内視鏡情報を読み取らせていないにも関らず、処理槽２には内視鏡が２本配置され
ているということになる。
【００７１】
　なお、図２では、本数検知部８０が制御部５を解して判定部１０に接続されているが、
本数検知部８０と判定部１０とは直接接続されていてもよい。
【００７２】
　本実施形態の第１の変形例として、下記の精密な判定方法もある。本数検知部８０が備
える第１算出部８０ａは、内視鏡情報読取部９により読み取られて記憶部５ａに記憶され
ている内視鏡情報に対応した内視鏡の体積Ｖｅ（ｎ）を取得する。ここで、ｎは、説明の
ために個々の内視鏡情報に付す番号であり、１以上の整数である。例えば、内視鏡情報読
取部９により２本の内視鏡の内視鏡情報が読み取られて記憶されている場合には、１つめ
の内視鏡情報に対応する内視鏡の体積がＶｅ（１）であり、２つめの内視鏡情報に対応す
る内視鏡の体積がＶｅ（２）である。ｎの最大値は、第１本数Ｎ１と等しい。
【００７３】
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　なお、体積Ｖｅの値は、個々の内視鏡の体積と完全に等しい値でなくともよく、近似し
た値であってもよい。
【００７４】
　第１算出部８０ａが、内視鏡情報に対応する内視鏡の体積を取得するための構成は特に
限定されるものではない。例えば、体積Ｖｅの値の情報が直接的に内視鏡情報に含まれて
おり、第１算出部８０ａは、内視鏡情報を読み取ることで内視鏡の体積Ｖｅ（ｎ）を取得
する形態であってもよい。
【００７５】
　また例えば、内視鏡情報には、体積Ｖｅ（ｎ）の値を算出するために必要な情報が含ま
れており、第１算出部８０ａは、内視鏡情報に基づいて内視鏡の体積Ｖｅ（ｎ）を算出す
る形態であってもよい。この場合、例えば内視鏡情報には、内視鏡の型式（機種名）を表
す情報が含まれており、本数検知部８０は、あらかじめ記憶している内視鏡の型式と体積
Ｖｅ（ｎ）との関係を表す参照テーブルを用いて、内視鏡情報から体積Ｖｅ（ｎ）の値を
算出する。なお、内視鏡情報に挿入部等の長さや外形の情報が含まれていれば、第１算出
部８０ａがより正確に内視鏡の体積Ｖｅ（ｎ）を算出することができるため、より好まし
い。
【００７６】
　本実施形態では、前述のように、処理槽２内に最大２本の内視鏡を配置可能である。よ
って、例えば内視鏡情報読取部９により２本の内視鏡の内視鏡情報が読み取られて記憶さ
れている場合（第１本数Ｎ１＝２である場合）には、第１算出部８０ａは、２本の内視鏡
のそれぞれの体積Ｖｅ（１）、Ｖｅ（２）を取得する。また例えば、１本の内視鏡の内視
鏡情報が読み取られて記憶されている場合（第１本数Ｎ１＝１である場合）には、第１算
出部８０ａは、この内視鏡の体積Ｖｅ（１）を取得する。
【００７７】
　そして、第１算出部８０ａは、内視鏡情報読取部９により内視鏡情報が読み取られた全
ての内視鏡の体積Ｖｅ（ｎ）の合計である合計体積Ｖｅａを算出する。
【００７８】
　本実施形態においては、例えば第１本数Ｎ１＝２である場合には、Ｖｅａ＝Ｖｅ（１）
＋Ｖｅ（２）である。また例えば、第１本数Ｎ１＝１である場合には、Ｖｅａ＝Ｖｅ（１
）である。
【００７９】
　また、第１算出部８０ａは、処理槽２の所定の水位Ｌ１までの容積Ｖｔを記憶している
。容積Ｖｔは、あらかじめ設定された固定値である。容積Ｖｔは、言い換えれば、処理槽
２内に内視鏡を配置しない場合において、処理槽２の所定の水位Ｌ１まで液体で満たすの
に必要となる液体の体積である。
【００８０】
　第１算出部８０ａは、処理槽Ｖｔの容積から導入量Ｖｉを差し引いた値である体積差Ｖ
ｄを算出する。体積差Ｖｄは、処理槽２内に配置されている全ての内視鏡の体積の実測値
にほぼ等しい。ここで、ほぼ等しいとしたのは、処理槽２内には、内視鏡の他に内視鏡の
付属品や洗浄チューブ等が配置されており、これらの体積も体積差Ｖｄの値に含まれるか
らである。
【００８１】
　もし、内視鏡情報読取部９により内視鏡情報が読み取られた全ての内視鏡が処理槽２内
に配置されているならば、内視鏡情報から予測される内視鏡の合計体積Ｖｅａの値と、実
際に処理槽２内に導入した液体の導入量Ｖｉから算出した体積差Ｖｄの値とが、近似する
。
【００８２】
　よって、第１算出部８０ａは、体積差Ｖｄが、合計体積Ｖｅａに対して所定の範囲内に
収まる値である場合に、処理槽２内に実際に配置されている内視鏡の本数である第２本数
Ｎ２を、内視鏡情報読取部９が前記内視鏡情報を読み取った内視鏡の本数である第１本数
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Ｎ１と同じ値として算出する。
【００８３】
　すなわち、合計体積Ｖｅａと体積差Ｖｄの差の絶対値が、所定の値Ａ以下であれば、第
１算出部８０ａ、第２本数Ｎ２を第１本数Ｎ１に等しくする。所定の値Ａは、内視鏡リプ
ロセッサ１により処理を行う内視鏡のうちの体積が最も小さいものの体積の値よりも小さ
く、かつ体積差Ｖｄの測定誤差を許容する値である。
【００８４】
　また、もし内視鏡情報読取部９により内視鏡情報が読み取られた１本または複数本の内
視鏡の数よりも多い本数の内視鏡が処理槽２内に配置されているならば、内視鏡情報から
予測される内視鏡の合計体積Ｖｅａの値は、実際に処理槽２内に導入した液体の導入量Ｖ
ｉから算出した体積差Ｖｄの値よりも小さくなる。この場合の合計体積Ｖｅａと体積差Ｖ
ｄの差は、１本の内視鏡の体積に近い値か、これよりも大きい値となる。
【００８５】
　よって、第１算出部８０ａは、体積差Ｖｄが、合計体積Ｖｅａに対して所定の範囲内に
収まる値である場合に、処理槽２内に実際に配置されている内視鏡の本数である第２本数
Ｎ２を、内視鏡情報読取部９が前記内視鏡情報を読み取った内視鏡の本数である第１本数
Ｎ１よりも大きい値として算出する。
【００８６】
　本実施形態では、前述のように、処理槽２内に最大２本の内視鏡を配置可能である。し
たがって、例えば内視鏡情報読取部９により１本の内視鏡の内視鏡情報を読み取った後に
、２本の内視鏡が処理槽２内に配置された場合、第１本数Ｎ１は１であり、第１算出部８
０ａは、第２本数Ｎ２を第１本数よりも大きい値である２として算出する。
【００８７】
　また例えば、内視鏡情報読取部９により内視鏡の内視鏡情報を読み取らずに、１本の内
視鏡が処理槽２内に配置された場合、第１本数Ｎ１は０であり、第１算出部８０ａは、第
２本数Ｎ２を第１本数よりも大きい値である１または２として算出する。
【００８８】
　前述のように、判定部１０は、内視鏡情報読取部９が内視鏡情報を読み取った内視鏡の
本数である第１本数Ｎ１と、本数検知部８０によって検知された処理槽２内に配置されて
いる内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が同じであるか異なるかを判定する。
【００８９】
　制御部５は、判定部１０が、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なると判定した場合に
、報知部８を駆動する。第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なると判定部１０が判定する
場合とは、前述のように、内視鏡情報読取部９により内視鏡情報が読み取られた内視鏡の
数（第１本数Ｎ１）と、本数検知部８０が検知した処理槽２内に配置されている内視鏡の
数（第２本数Ｎ２）とが異なる場合である。この場合、処理槽２内に配置されている１本
または複数本の内視鏡の中に、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが行われ
ていないものが存在することになる。
【００９０】
　制御部５は、この、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが行われていない
内視鏡が、処理槽２内に配置されているというエラーが発生したとして報知部８を駆動し
て使用者に報知する。
【００９１】
　次に、前述の構成を有する内視鏡リプロセッサ１の動作を説明する。図３は、内視鏡リ
プロセッサ１の動作を示すフローチャートである。
【００９２】
　まず、ステップＳ１１０において、制御部５は、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報
の読み取りが可能であるか否かを判定する。例えば、内視鏡に内蔵または取り付けられた
ＲＦＩＤタグが、内視鏡情報読取部９による読み取り可能範囲内に近づけられた場合に、
内視鏡情報の読み取りが可能となる。
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【００９３】
　ステップＳ１１０において、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが不可能
である場合には、ステップＳ１５０に移行する。
【００９４】
　一方、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが可能である場合には、ステッ
プＳ１２０に移行する。
【００９５】
　ステップＳ１２０では、制御部５は、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取り
を実行する。次にステップＳ１３０において、制御部５は、内視鏡情報読取部９による読
み取った内視鏡情報が、既に読み取り済みであり記憶部５ａに一時記憶済みのものである
か否かを判定する。
【００９６】
　ステップＳ１３０において、内視鏡情報が読み取り済みではないと判定した場合には、
制御部５は、ステップＳ１４０において当該内視鏡情報を記憶部５ａに一時記憶する。ス
テップＳ１３０において、内視鏡情報が読み取り済みであると判定した場合には、制御部
５は、ステップＳ１４０をスキップし、内視鏡情報を記憶しない。
【００９７】
　ステップＳ１５０では、制御部５は、使用者からの再生処理の開始指示が、操作部７を
介して入力されたか否かを判定する。ステップＳ１５０において、再生処理の開始指示が
入力されていないと判定した場合には、制御部５は、ステップＳ１１０に戻り、前述の動
作を繰り返す。
【００９８】
　使用者は、内視鏡を処理槽２内に配置した後に、操作部７を操作し、再生処理の開始指
示を入力する。ステップＳ１５０において、再生処理の開始指示が入力されたと判定した
場合には、ステップＳ１６０に移行する。
【００９９】
　ステップＳ１６０においては、制御部５は、内視鏡情報読取部９が前記内視鏡情報を読
み取った内視鏡の本数である第１本数Ｎ１を検知する。第１本数Ｎ１は、記憶部５ａに一
時記憶されている１つ又は複数の内視鏡情報に対応する内視鏡の本数である。
【０１００】
　次に、ステップＳ１７０において、制御部５は、処理槽２内に配置された内視鏡の再生
処理および第２本数Ｎ２の検知処理を実行する。
【０１０１】
　内視鏡リプロセッサ１の再生処理動作は公知であるため詳細な説明は省略するが、再生
処理には、処理槽２内の第１水位Ｌ１まで水または薬液等の液体を導入して、当該液体中
に内視鏡を浸漬させる工程が含まれている。
【０１０２】
　制御部５は、この処理槽２内の第１水位Ｌ１まで液体を導入する工程を実行する際に、
前述した本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知を実行する。具体的に本実施形態では
、処理槽２内に液体が貯留されていない状態から、液体供給部７０により水を処理槽２内
の第１水位Ｌ１まで導入する工程を実行する際に、制御部５は流量センサ８１を駆動して
、処理槽２内に導入した水の体積である導入量Ｖｉを取得する。
【０１０３】
　そして、前述したように、本数検知部８０は、記憶部５ａに一時記憶されている全ての
内視鏡情報に対応する１本または複数本の内視鏡の体積の合計である合計体積Ｖｅａを算
出し、合計体積Ｖｅａ、導入量Ｖｉおよび処理槽２の容積Ｖｔの値に基づき、処理槽２内
に実際に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を検知する。
【０１０４】
　このように、本実施形態では、再生処理の実行中に、本数検知部８０による第２本数Ｎ
２の検知を実行可能である。
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【０１０５】
　そして、ステップＳ１８０において、制御部５は、判定部１０により内視鏡情報読取部
９が内視鏡情報を読み取った内視鏡の本数である第１本数Ｎ１と、本数検知部８０によっ
て検知された処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が同じで
あるか異なるかを判定する。なお、ステップＳ１８０は、再生処理の実行期間中に行われ
てもよいし、再生処理の終了後に行われてもよい。
【０１０６】
　ステップＳ１８０において、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが同じであると判定した場
合には、再生処理の終了後にステップＳ１９０に移行する。ステップＳ１９０では、制御
部５は、一時記憶している内視鏡情報と、再生処理を実行した日時等の情報を含む履歴情
報とを紐付けて、新たに管理情報として記憶部５ａに記憶する。そして、ステップＳ２０
０において、制御部５は、一時記憶していた内視鏡情報を削除する。
【０１０７】
　一方、ステップＳ１８０において、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なると判定した
場合には、ステップＳ２１０に移行する。ステップＳ２１０では、制御部５は、報知部８
を駆動して、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが行われていない内視鏡が
、処理槽２内に配置されているというエラーが発生したことを報知するエラー報知を開始
する。例えばステップＳ２１０では、報知部８からの警告音の発生を開始する。ステップ
Ｓ２１０は、再生処理の実行期間中に行われてもよいし、再生処理の終了後に行われても
よい。
【０１０８】
　そして、ステップＳ２２０において、制御部５は、使用者によるエラー解除操作が行わ
れたか否かを判定する。制御部５は、使用者によるエラー解除操作が行われるまで待機、
エラー解除操作が行われた場合に、ステップＳ２３０においてエラー報知を停止する。す
なわち、エラー解除操作が行われるまで、制御部５は、報知部８を駆動してエラー報知を
継続する。
【０１０９】
　エラー解除操作とは、例えば使用者が操作部７を介してエラー報知を停止する指示を入
力することである。なお、エラー解除操作は、内視鏡情報の読み取りが行われていない内
視鏡の内視鏡情報を、使用者が内視鏡情報読取部９に読み取らせることであってもよい。
【０１１０】
　エラー報知を停止した後は、ステップＳ１９０に移行し、制御部５は、一時記憶してい
る内視鏡情報と、再生処理を実行した日時等の情報を含む履歴情報とを紐付けて、新たに
管理情報として記憶部５ａに記憶する。そして、ステップＳ２００において、制御部５は
、一時記憶していた内視鏡情報を削除する。
【０１１１】
　以上に説明したように、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡から内視鏡情報
を読み取る内視鏡情報読取部９と、内視鏡を配置する処理槽２と、処理槽２に配置された
内視鏡の本数を検知する本数検知部８０と、内視鏡情報読取部９が読み取った内視鏡の本
数である第１本数Ｎ１と、本数検知部８０が検知した内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と
が同じか異なるかを判定する判定部１０と、エラーを報知する報知部８と、判定部１０お
よび報知部８に接続されて、第１本数Ｎ１と、第２本数Ｎ２とが異なると判定部１０が判
定した場合に、報知部８を駆動する制御部５と、を備える。
【０１１２】
　このような構成を有する本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、第１本数Ｎ１と第２本
数Ｎ２とが異なる場合、すなわち内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが行わ
れていない内視鏡が処理槽２内に配置されている場合に、報知部８によるエラーの報知を
実行する。このため、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１では、内視鏡情報読取部９によ
る内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０１１３】
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　また、本実施形態では、本数検知部８０は、再生処理において、処理槽２内の所定の水
位Ｌ１までを液体で満たした場合の当該液体の処理槽２内への導入量Ｖｉに基づいて、第
２本数Ｎ２を検知する。すなわち、本実施形態では、本数検知部８０による第２本数Ｎ２
の検知動作が、再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待
ち時間が発生しない。
【０１１４】
　以上に説明した本実施形態の内視鏡リプロセッサ１では、液体供給部７０は、処理槽２
内に水を導入し、本数検知部８０は、水の処理槽２内への導入量Ｖｉの測定結果に基づい
て第２本数Ｎ２を検知する。しかしながら、導入量Ｖｉの測定対象となる液体は水に限ら
れない。例えば、導入量Ｖｉの測定対象となる液体は薬液タンク２０に貯留されている薬
液であってもよい。
【０１１５】
　図４は、本実施形態の第２の変形例を示す図である。図４に示す第２の変形例では、液
体供給部７０は薬液を処理槽２内に導入し、本数検知部８０は、液体供給部７０により処
理槽２内に導入される薬液の導入量Ｖｉの測定結果に基づいて第２本数Ｎ２を検知する。
【０１１６】
　図４に示すように、本変形例の液体供給部７０は、薬液を貯留する薬液タンク２０と処
理槽２とを連通する薬液管路２６と、薬液管路２６に設けられた薬液ポンプ２７と、を備
える。薬液管路２６には、流量センサ８１が設けられている。制御部５は、流量センサ８
１による測定結果に基づいて導入量Ｖｉを取得し、導入量Ｖｉの値を本数検知部８０に出
力する。
【０１１７】
　以上に説明した本変形例の内視鏡リプロセッサ１においても、第１本数Ｎ１と第２本数
Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行することにより、内視鏡情報読
取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０１１８】
　また、前述の実施形態と同様に、本数検知部８０は、再生処理における、薬液を処理槽
２内の所定の水位Ｌ１までを満たす工程を実行する際に、同時に第２本数Ｎ２を検知する
。したがって、本変形例においても、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知動作が、
再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待ち時間が発生し
ない。
【０１１９】
　また、以上に説明した本実施形態の内視鏡リプロセッサ１では、液体供給部７０による
液体の処理槽２内への導入量Ｖｉを、流量センサ８１を用いて測定しているが、導入量Ｖ
ｉの測定方法は流量センサ８１を用いるものに限られない。
【０１２０】
　図５は、本実施形態の第３の変形例を示す図である。図５に示す第３の変形例では、液
体供給部７０は薬液タンク２０に貯留されている薬液を処理槽２内に導入する。そして本
変形例の薬液タンク２０には、薬液タンク２０内の薬液の液面の高さの変化を測定する第
２水位センサ６１が設けられている。第２水位センサ６１は、制御部５に電気的に接続さ
れており、測定結果を制御部５に出力する。
【０１２１】
　本変形例の制御部５は、第２水位センサ６１による薬液タンク２０中の薬液の液面の高
さの変化量と、あらかじめ入力されている薬液タンク２０の形状の情報とに基づいて、薬
液タンク２０から液体供給部７０によって導出される薬液の体積である薬液の減少量を算
出する。この減少量とは、すなわち液体供給部７０により処理槽２内に導入される薬液の
導入量Ｖｉである。
【０１２２】
　制御部５は、薬液タンク２０から液体供給部７０によって導出される薬液の減少量の値
を、本数検知部８０に出力する。本数検知部８０は、薬液タンク２０から液体供給部７０
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によって導出される薬液の減少量の測定結果に基づいて、第２本数Ｎ２を検知する。
【０１２３】
　以上に説明した本変形例の内視鏡リプロセッサ１においても、第１本数Ｎ１と第２本数
Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行することにより、内視鏡情報読
取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０１２４】
　また、前述の実施形態と同様に、本数検知部８０は、再生処理における、薬液を処理槽
２内の所定の水位Ｌ１までを満たす工程を実行する際に、同時に第２本数Ｎ２を検知する
。したがって、本変形例においても、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知動作が、
再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待ち時間が発生し
ない。
【０１２５】
（第２の実施形態）　
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。以下では第１の実施形態との相違点
のみを説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付し
、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１２６】
　図６は、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の、本数検知部８０に関わる構成を示す図
である。
【０１２７】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２内の所定水位Ｌ１まで液体を供給する
液体供給部７０を備える。液体供給部７０は、本実施形態では一例として、薬液を貯留す
る薬液タンク２０と処理槽２とを連通する薬液管路２６と、薬液管路２６に設けられた薬
液ポンプ２７と、を備える。薬液ポンプ２７は、駆動時には一定の流量で液体である薬液
を移送する。
【０１２８】
　また、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、液体供給部７０によって処理槽２内に液
体を供給し、処理槽２内において液体が貯留されていない状態から液体の液面が所定の水
位Ｌ１に到達するまでに要した時間Ｔを計る計時部５ｂと、を備える。計時部５ｂは、制
御部５に含まれていてもよいし、制御部５とは別体であってもよい。計時部５ｂは、時間
Ｔの測定結果を、本数検知部８０の第２算出部８０ｂに出力する。
【０１２９】
　具体的に本実施形態では、計時部５ｂは、処理槽２内に液体が貯留されていない状態で
薬液ポンプ２７の駆動を開始した時点から、処理槽２内の薬液の液面が所定の水位Ｌ１に
到達した時点までの時間Ｔを測定する。
【０１３０】
　本数検知部８０の第２算出部８０ｂは、時間Ｔの値から、処理槽２内に配置されている
内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する。
【０１３１】
　薬液ポンプ２７による単位時間あたりの薬液の移送量は一定であるから、液体供給部７
０により処理槽２内に導入した薬液の体積である導入量Ｖｉは、時間Ｔと比例関係にある
。すなわち、時間Ｔの値は、処理槽２内に実際に配置されている内視鏡の体積の変化に応
じて変化する。
【０１３２】
　したがって、本実施形態の本数検知部８０が備える第２算出部８０ｂは、時間Ｔから導
入量Ｖｉを算出し、第１の実施形態と同様に導入量Ｖｉに基づいて処理槽２内に配置され
ている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する。
【０１３３】
　以上に説明した本実施形態の内視鏡リプロセッサ１においても、第１の実施形態と同様
に、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行す
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ることにより、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することがで
きる。
【０１３４】
　また、第１の実施形態の第２の変形例と同様に、本実施形態の本数検知部８０は、再生
処理における、薬液を処理槽２内の所定の水位Ｌ１までを満たす工程を実行する際に、同
時に第２本数Ｎ２を検知する。したがって、本実施形態においても、本数検知部８０によ
る第２本数Ｎ２の検知動作が、再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作
の実行に伴う待ち時間が発生しない。
【０１３５】
（第３の実施形態）　
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。以下では第１の実施形態との相違点
のみを説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付し
、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１３６】
　図７は、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の、本数検知部８０に関わる構成を示す図
である。
【０１３７】
　前述のように、第１の実施形態では、本数検知部８０の第１算出部８０ａは、液体供給
部７０による液体の処理槽２内への導入量Ｖｉに基づいて処理槽２内に配置されている内
視鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する。
【０１３８】
　一方、本実施形態の第１算出部８０ａは、処理槽２内の所定の水位Ｌ１まで液体が貯留
されている状態から、処理槽２内に液体が貯留されていない状態となるまで処理槽２から
排出した液体の体積である排出量Ｖｏの測定結果に基づいて処理槽２内に配置されている
内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する。
【０１３９】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２から排出される液体の流量を測定する
流量センサ８２を備える。流量センサ８２は、制御部５に電気的に接続されており、測定
結果を制御部５に出力する。
【０１４０】
　流量センサ８２は、本実施形態では一例として、処理槽２と薬液回収部である薬液タン
ク２０とを連通する回収管路２３に設けられている。第１の実施形態で述べたように、再
生処理の実行時において薬液タンク２０から処理槽２に移送された薬液は、再使用のため
に回収管路２３を通って処理槽２から薬液タンク２０に戻される。
【０１４１】
　制御部５は、この再生処理中において実行される処理槽２から薬液タンク２０に薬液を
戻す工程において、流量センサ８２の測定結果に基づき、処理槽２内の所定の水位Ｌ１か
ら全ての薬液を排出した際の薬液の排出量Ｖｏを算出する。この排出量Ｖｏとは、すなわ
ち処理槽２内の所定の水位Ｌ１までを薬液で満たすために液体供給部７０により導入され
る薬液の導入量Ｖｉと等しい。
【０１４２】
　制御部５は、排出量Ｖｏの値を、本数検知部８０に出力する。本数検知部８０の第１算
出部８０ａは、排出量Ｖｏすなわち導入量Ｖｉに基づき、第１の実施形態と同様に、第２
本数Ｎ２を検知する。
【０１４３】
　以上に説明した本実施形態の内視鏡リプロセッサ１においても、第１の実施形態と同様
に、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行す
ることにより、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することがで
きる。
【０１４４】
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　また、本実施形態の本数検知部８０は、再生処理における、薬液を処理槽２内の所定の
水位Ｌ１まで満たした状態から全て排出する工程を実行する際に、同時に第２本数Ｎ２を
検知する。したがって、本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、本数検知部８
０による第２本数Ｎ２の検知動作が、再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検
知動作の実行に伴う待ち時間が発生しない。
【０１４５】
　以上に説明した本実施形態の内視鏡リプロセッサ１では、処理槽２内から薬液タンク２
０へ排出される薬液の排出量Ｖｏの測定結果に基づいて処理槽２内に配置されている内視
鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する。
【０１４６】
　しかしながら、排出量Ｖｏの測定の対象は、処理槽２内から薬液タンク２０へ排出され
る薬液に限られない。例えば、排出量Ｖｏの測定の対象は、処理槽２内から廃棄管路２５
を経由して内視鏡リプロセッサ１の装置外に排出される液体であってもよい。
【０１４７】
　図８は、本実施形態の変形例を示す図である。図８に示す変形例では、流量センサ８２
は、廃棄管路２５に設けられている。
【０１４８】
　制御部５は、再生処理中において実行される処理槽２から廃棄管路２５を経由して装置
外に水等の液体を排出する工程において、流量センサ８２の測定結果に基づき、処理槽２
内の所定の水位Ｌ１から全ての液体を排出した際の液体の排出量Ｖｏを算出する。そして
、本数検知部８０の第１算出部８０ａは、排出量Ｖｏすなわち導入量Ｖｉに基づき、第１
の実施形態と同様に、第２本数Ｎ２を検知する。
【０１４９】
　以上に説明した本変形例の内視鏡リプロセッサ１においても、第１本数Ｎ１と第２本数
Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行することにより、内視鏡情報読
取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０１５０】
　また、前述の実施形態と同様に、本数検知部８０は、再生処理における、液体を処理槽
２内の所定の水位Ｌ１まで満たした状態から全て排出する工程を実行する際に、同時に第
２本数Ｎ２を検知する。したがって、本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、
本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知動作が、再生処理と同時に行われるため、第２
本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待ち時間が発生しない。
【０１５１】
（第４の実施形態）　
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。以下では第１から第３の実施形態と
の相違点のみを説明するものとし、第１から第３の実施形態と同様の構成要素については
同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１５２】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、図３に示すフローチャートにおける、ステップ
Ｓ２２０のエラー解除操作入力判定の処理が、前述の実施形態と異なる。
【０１５３】
　図９は、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１のエラー解除操作入力判定処理のフローチ
ャートである。第１の実施形態で説明したように、制御部５は、図９に示すエラー解除操
作入力判定処理を、報知部８によるエラー報知を開始した後に実行する。前述の第１から
第３の実施形態で説明したように、制御部５は、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の
読み取りが行われていない内視鏡が処理槽２内に配置されている場合、すなわち第１本数
Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なる場合に、報知部８によるエラー報知を開始する。
【０１５４】
　図９に示すように、本実施形態のエラー解除操作入力判定処理では、まず、ステップＳ
３１０において、制御部５は、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが可能で
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あるか否かを判定する。例えば、内視鏡に内蔵または取り付けられたＲＦＩＤタグが、内
視鏡情報読取部９による読み取り可能範囲内に近づけられた場合に、内視鏡情報の読み取
りが可能となる。
【０１５５】
　ステップＳ３１０において、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが不可能
である場合には、ステップＳ３５０に移行する。
【０１５６】
　一方、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが可能である場合には、ステッ
プＳ３２０に移行する。ステップＳ３２０では、制御部５は、内視鏡情報読取部９による
内視鏡情報の読み取りを実行する。
【０１５７】
　次にステップＳ３３０において、制御部５は、ステップＳ３２０で読み取った内視鏡情
報が、再生処理前に既に読み取り済みであり記憶部５ａに一時記憶済みのものであるか否
かを判定する。すなわち、図３のステップＳ１２０からＳ１４０の処理において記憶部５
ａに一時記憶した内視鏡情報の中に、今回ステップＳ３２０読み取った内視鏡情報と一致
するものが存在するか否かを判定する。
【０１５８】
　ステップＳ３３０において、ステップＳ３２０で読み取った内視鏡情報が、再生処理前
に既に読み取り済みであり記憶部５ａに一時記憶済みのものではない、と判定した場合に
は、ステップＳ３４０に移行する。ステップＳ３４０では、制御部５は、ステップＳ３２
０で読み取った内視鏡情報を記憶部５ａに一時記憶する。
【０１５９】
　すなわち、ステップＳ３４０の実行により、記憶部５ａに一時記憶されている内視鏡情
報が１つ増え、第１本数Ｎ１の値が増加する。ステップＳ３４０の実行後は、ステップＳ
３５０に移行する。
【０１６０】
　一方、ステップＳ３３０において、ステップＳ３２０で読み取った内視鏡情報が、再生
処理前に既に読み取り済みであり記憶部５ａに一時記憶済みのものである、と判定した場
合には、ステップＳ３４０をスキップして、ステップＳ３５０に移行する。
【０１６１】
　ステップＳ３５０では、制御部５は、内視鏡情報読取部９が前記内視鏡情報を読み取っ
た内視鏡の本数である第１本数Ｎ１と、図３のステップＳ１７０で本数検知部８０が検知
した処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が同じであるか異
なるかを判定する。
【０１６２】
　ステップＳ３５０において、制御部５は、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが同じ値であ
ると判定した場合には、ステップＳ３６０に移行する。ステップＳ３６０では、制御部５
は、使用者によるエラー解除操作が行われたと判定する。
【０１６３】
　すなわち、ステップＳ３６０の実行により、図３のステップＳ２２０におけるＹＥＳの
判定がなされ、ステップＳ２３０に移行する。ステップＳ２３０では、制御部５は、報知
部８の駆動を停止し、エラー報知を停止する。
【０１６４】
　ステップＳ２３０の実行後は、ステップＳ１９０に移行して、制御部５は、記憶部５ａ
に一時記憶している内視鏡情報と、再生処理を実行した日時等の情報を含む履歴情報とを
紐付けて、新たに管理情報として記憶部５ａに記憶する。ここで、記憶部５ａに一時記憶
している内視鏡情報の数は、処理槽２内において再生処理を施した内視鏡の本数である第
２本数Ｎ２と一致している。したがって、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡
情報と履歴情報との紐付けを抜けなく正確に実行することができる。そして、ステップＳ
２００において、制御部５は、一時記憶していた内視鏡情報を削除する。
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【０１６５】
　一方、ステップＳ３５０において、制御部５は、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２と異なる
値であると判定した場合には、ステップＳ３１０に戻り、前述のステップＳ３１０からス
テップＳ３５０までの処理を繰り返す。この、ステップＳ３１０からステップＳ３５０ま
での処理を繰り返す間は、図３のステップＳ２２０におけるＮＯの判定がなされ続けるた
め、報知部８のエラー報知が継続される。
【０１６６】
　以上に説明したように、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡情報読取部９が
前記内視鏡情報を読み取った内視鏡の本数である第１本数Ｎ１と、本数検知部８０が検知
した処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が異なる場合には
、報知部８の駆動を開始してエラー報知動作を開始する。その後、本実施形態の内視鏡リ
プロセッサ１は、第２本数Ｎ２と同じ数の内視鏡の内視鏡情報が内視鏡情報読取部９によ
り読み取られた場合（ステップＳ３５０のＹＥＳ）に、報知部８の駆動を停止する。
【０１６７】
　このように、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、記憶部５ａに一時記憶している内
視鏡情報の数が、処理槽２内において再生処理を施した内視鏡の本数である第２本数Ｎ２
と一致するまでエラー報知を継続することにより、再生処理の開始前に内視鏡情報の読み
取り操作を行わなかった内視鏡について、内視鏡情報の読み取りを実行するように使用者
に促す。したがって本実施形態の内視鏡リプロセッサ１によれば、内視鏡情報読取部９に
よる内視鏡情報の読み取り忘れを防止し、内視鏡情報と履歴情報との紐付けを抜けなく正
確に実行することができる。
【０１６８】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の他の構成は、第１から第３の実施形態と同様であ
る。したがって、本実施形態においても、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知動作
が、再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待ち時間が発
生しない。
【０１６９】
（第５の実施形態）　
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。以下では第１から第３の実施形態と
の相違点のみを説明するものとし、第１から第３の実施形態と同様の構成要素については
同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１７０】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、図３に示すフローチャートにおける、ステップ
Ｓ２２０のエラー解除操作入力判定の処理が、前述の実施形態と異なる。
【０１７１】
　図１０は、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１のエラー解除操作入力判定処理のフロー
チャートである。第１の実施形態で説明したように、制御部５は、図１０に示すエラー解
除操作入力判定処理を、報知部８によるエラー報知を開始した後に実行する。前述の第１
から第３の実施形態で説明したように、制御部５は、内視鏡情報読取部９による内視鏡情
報の読み取りが行われていない内視鏡が処理槽２内に配置されている場合、すなわち第１
本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが異なる場合に、報知部８によるエラー報知を開始する。
【０１７２】
　図１０に示すように、本実施形態のエラー解除操作入力判定処理では、まず、ステップ
Ｓ４１０において、制御部５は、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが可能
であるか否かを判定する。例えば、内視鏡に内蔵または取り付けられたＲＦＩＤタグが、
内視鏡情報読取部９による読み取り可能範囲内に近づけられた場合に、内視鏡情報の読み
取りが可能となる。
【０１７３】
　ステップＳ４１０において、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが不可能
である場合には、ステップＳ４４０に移行する。
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【０１７４】
　一方、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取りが可能である場合には、ステッ
プＳ４２０に移行する。ステップＳ４２０では、制御部５は、内視鏡情報読取部９による
内視鏡情報の読み取りを実行する。次にステップＳ４３０において、制御部５は、ステッ
プＳ４２０で読み取った内視鏡情報を記憶部５ａに一時記憶する。
【０１７５】
　すなわち、ステップＳ４３０の実行により、記憶部５ａに一時記憶されている内視鏡情
報が１つ増え、第１本数Ｎ１の値が増加する。ステップＳ４３０の実行後は、ステップＳ
４４０に移行する。
【０１７６】
　ステップＳ４４０では、制御部５は、内視鏡情報読取部９が前記内視鏡情報を読み取っ
た内視鏡の本数である第１本数Ｎ１と、図３のステップＳ１７０で本数検知部８０が検知
した処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が同じであるか異
なるかを判定する。
【０１７７】
　ステップＳ４４０において、制御部５は、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２と異なる値であ
ると判定した場合には、ステップＳ４１０に戻り、前述のステップＳ４１０からステップ
Ｓ４３０までの処理を繰り返す。
【０１７８】
　ステップＳ４４０において、制御部５は、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが同じ値であ
ると判定した場合には、ステップＳ４５０に移行する。
【０１７９】
　ステップＳ４５０では、制御部５は、図３のステップＳ１４０で記憶部５ａに一時記憶
した内視鏡情報と、ステップＳ４３０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報と、を比較
する。
【０１８０】
　そして、ステップＳ４６０において、制御部５は、ステップＳ４５０の比較において、
ステップＳ１４０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報と、ステップＳ４３０で記憶部
５ａに一時記憶した内視鏡情報と、の間で中身が一致した内視鏡情報の数が、第１本数Ｎ
１と同じであるか異なるかを判定する。
【０１８１】
　例えば、報知部８によるエラー報知が開始された後に、使用者が、処理槽２内に配置さ
れている第２本数Ｎ２の内視鏡の全てについて、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の
読み取り動作を行った場合には、第１本数Ｎ１と第２本数Ｎ２とが同じ値となり（ステッ
プＳ４４０のＹＥＳ）、かつステップＳ１４０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報と
、ステップＳ４３０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報と、の間で中身が一致した内
視鏡情報の数が、第１本数Ｎ１と同じとなる（ステップＳ４６０のＹＥＳ）。
【０１８２】
　次に制御部５は、ステップＳ４７０に移行して、使用者によるエラー解除操作が行われ
たと判定する。すなわち、ステップＳ４７０の実行により、図３のステップＳ２２０にお
けるＹＥＳの判定がなされ、ステップＳ２３０に移行する。ステップＳ２３０では、制御
部５は、報知部８の駆動を停止し、エラー報知を停止する。
【０１８３】
　この時点において、記憶部５ａに一時記憶している内視鏡情報は、処理槽２内に配置さ
れている再生処理が施された全ての内視鏡について、エラー解除操作入力判定処理の実行
中に改めて読み取りを行った結果のものである。また、このエラー解除操作入力判定処理
の実行中に改めて読み取りを行った内視鏡情報の一部は、再生処理の実行前に読み取りを
行った内視鏡情報と一致する。このことは、再生処理の実行後から、エラー解除操作入力
判定処理の実行までの間に、処理槽２内の内視鏡の入れ替えが行われなかったことを示す
。したがって、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡情報と履歴情報との紐付け
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を抜けなく正確に実行することができる。
【０１８４】
　ステップＳ２３０の実行後は、ステップＳ１９０に移行して、制御部５は、記憶部５ａ
に一時記憶している内視鏡情報と、再生処理を実行した日時等の情報を含む履歴情報とを
紐付けて、新たに管理情報として記憶部５ａに記憶する。そして、ステップＳ２００にお
いて、制御部５は、一時記憶していた内視鏡情報を削除する。
【０１８５】
　これに対し、例えば、報知部８によるエラー報知が開始された後に、使用者が、処理槽
２内に配置されていない内視鏡について内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取り
動作を行った場合、履歴情報と紐付けるべきではない内視鏡情報を内視鏡情報読取部９に
より読み取ったこととなる。
【０１８６】
　この場合には、ステップＳ１４０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報と、ステップ
Ｓ４３０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報と、の間で中身が一致した内視鏡情報の
数が、第１本数Ｎ１と異なる値となる（ステップＳ４６０のＮＯ）。
【０１８７】
　次に制御部５は、ステップＳ４８０に移行して、使用者によるエラー解除操作が行われ
ていないと判定する。すなわち、ステップＳ４８０の実行により、図３のステップＳ２２
０におけるＮＯの判定がなされる。
【０１８８】
　そして、制御部５は、ステップＳ４９０に移行して、エラー解除操作入力判定処理の実
行中に内視鏡情報の読み取りを行った内視鏡は、再生処理を施したものと異なる可能性が
ある旨を、報知部８を駆動してエラーとして報知する。そして、ステップＳ５００におい
て、制御部５００は、ステップＳ４３０で記憶部５ａに一時記憶した内視鏡情報を削除し
、ステップＳ４１０に戻る。
【０１８９】
　以上に説明したように、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、内視鏡情報読取部９が
前記内視鏡情報を読み取った内視鏡の本数である第１本数Ｎ１と、本数検知部８０が検知
した処理槽２内に配置されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２と、が異なる場合には
、報知部８の駆動を開始してエラー報知動作を開始する。そして、本実施形態では、エラ
ー報知動作の開始後に、処理槽２内に配置されている全ての内視鏡の内視鏡情報が内視鏡
情報読取部９により読み取られるまで、エラー報知を継続する。
【０１９０】
　このように、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、再生処理の開始前に内視鏡情報の
読み取り操作を行わなかった内視鏡を含めて、処理槽２内に配置された全ての内視鏡の内
視鏡情報の読み取りを実行するように使用者に促す。したがって本実施形態の内視鏡リプ
ロセッサ１によれば、内視鏡情報読取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止し、ま
た、再生処理を施さなかった内視鏡の内視鏡情報が混入することを防止するため、内視鏡
情報と履歴情報との紐付けを抜けなく正確に実行することができる。
【０１９１】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の他の構成は、第１から第３の実施形態と同様であ
る。したがって、本実施形態においても、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知動作
が、再生処理と同時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待ち時間が発
生しない。
【０１９２】
（第６の実施形態）　
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。以下では第１から第５の実施形態と
の相違点のみを説明するものとし、第１から第５の実施形態と同様の構成要素については
同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０１９３】
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　図１１に示す本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、前述した第１から第５の実施形態
に比して、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知のための構成が異なる。図１１は、
本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の、本数検知部８０に関わる構成を示す図である。
【０１９４】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２に、第１コネクタ１６ａおよび第２コ
ネクタ１６ｂを備える。第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂは、内視鏡接続部
１６に含まれる。すなわち、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂは、洗浄チュ
ーブを介して、内視鏡が有する口金に接続される。
【０１９５】
　第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂは、それぞれ処理槽２内に配置された異
なる内視鏡に、洗浄チューブを介して接続される。例えば、処理槽２内に内視鏡が１本だ
け配置される場合には、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂのいずれかが、洗
浄チューブを介して内視鏡に接続される。
【０１９６】
　なお、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂは、洗浄チューブを介さずに直接
内視鏡に接続される構成であってもよい。
【０１９７】
　第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂは、後述する液体供給部７１の第１供給
管路３１ｄおよび第２供給管路３１ｅに接続されている。第１コネクタ１６ａおよび第２
コネクタ１６ｂは、バルブを有し、当該バルブは、洗浄チューブまたは内視鏡が接続され
ていない場合には閉状態であり、洗浄チューブまたは内視鏡が接続されると開状態となる
。
【０１９８】
　液体供給部７１は、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂに接続された第１供
給管路３１ｄおよび第２供給管路３１ｅと、第１供給管路３１ｄおよび第２供給管路３１
ｅに液体を供給する循環ポンプ３３と、を備える。
【０１９９】
　第１供給管路３１ｄおよび第２供給管路３１ｅは、第１の実施形態で説明した内視鏡接
続管路３１ｂと、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂとを連通する。処理槽２
内に液体が貯留されている場合に、循環ポンプ３３の運転を開始すれば、処理槽２内の液
体が、内視鏡循環管路３０、送出管路３１および内視鏡接続管路３１ｂを経由して第１供
給管路３１ｄおよび第２供給管路３１ｅに送り込まれる。
【０２００】
　第１供給管路３１ｄおよび第２供給管路３１ｅには、管路内を流体が流れているか否か
を検知する第１流動センサ８３ａおよび第２流動センサ８３ｂが設けられている。第１流
動センサ８３ａおよび第２流動センサ８３ｂは、制御部５に電気的に接続されており、測
定結果の情報を制御部５に出力する。
【０２０１】
　制御部５は、液体供給部７１により第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂに液
体を供給した場合における、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂからの液体の
吐出の有無を第１流動センサ８３ａおよび第２流動センサ８３ｂの検知結果に基づいて取
得する。
【０２０２】
　具体的には、制御部５は、循環ポンプ３３を駆動した状態において、第１流動センサ８
３ａによって第１供給管路３１ｄ内の液体の流動が検出された場合に、第１コネクタ１６
ａが開状態であり、第１コネクタ１６ａから液体が吐出されていると判定する。同様に、
制御部５は、循環ポンプ３３を駆動した状態において、第２流動センサ８３ｂによって第
２供給管路３１ｅ内の液体の流動が検出された場合に、第２コネクタ１６ｂが開状態であ
り、第２コネクタ１６ｂから液体が吐出されていると判定する。制御部５は、この判定の
結果を本数検知部８０に出力する。
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【０２０３】
　前述のように、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂは、洗浄チューブまたは
内視鏡が接続された場合に開状態となる構成を有していることから、液体の吐出が検知さ
れた場合には、洗浄チューブまたは内視鏡が接続されていることとなる。
【０２０４】
　本実施形態の本数検知部８０は、前記の制御部５による第１コネクタ１６ａおよび第２
コネクタ１６ｂの開閉状態の判定結果に基づき、処理槽２内に配置されて内視鏡接続部１
６に接続されている内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を検知する。
【０２０５】
　例えば本数検知部８０は、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂのうちのいず
れか一方が開状態であり、他方が閉状態である場合には、第２本数Ｎ２は１であるとして
検知する。また例えば、本数検知部８０は、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６
ｂの双方が開状態である場合には、第２本数Ｎ２は２であるとして検知する。
【０２０６】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の他の構成は、前述した第１から第５の実施形態と
同様である。よって、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１においても、第１本数Ｎ１と第
２本数Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行することにより、内視鏡
情報読取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０２０７】
　また、本数検知部８０は、再生処理における、液体を内視鏡の管路内に送り込む工程を
実行する際に、同時に第２本数Ｎ２を検知する。したがって、本実施形態においても、第
１の実施形態と同様に、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知動作が、再生処理と同
時に行われるため、第２本数Ｎ２の検知動作の実行に伴う待ち時間が発生しない。
【０２０８】
　なお、以上に述べた本実施形態では、第１流動センサ８３ａおよび第２流動センサ８３
ｂによる第１供給管路３１ｄおよび第２供給管路３１ｅの流量の測定結果に基づいて、制
御部５は第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂの開閉の状態を判定しているが、
例えば第１流動センサ８３ａおよび第２流動センサ８３がそれぞれ第１供給管路３１ｄお
よび第２供給管路３１ｅの圧力を測定する圧力センサに置き換えられても、制御部５によ
る第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂの開閉の状態の判定が可能である。
【０２０９】
　また、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂが、それぞれの開閉の状態を検出
して制御部５に出力するセンサを備える場合には、第１流動センサ８３ａおよび第２流動
センサ８３ｂは不要である。
【０２１０】
　図１２は、本実施形態の変形例を示す図である。図１２に示す変形例では、単一の流量
センサ８３が、内視鏡接続管路３１ｂに設けられている点が、前述の本実施形態と異なる
。
【０２１１】
　本変形例においては、制御部５は、循環ポンプ３３を駆動した状態において、流量セン
サ８３による内視鏡接続管路３１ｂ内の液体の流量が、所定の第１閾値を超えた場合に、
第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂの双方が開状態であると判定する。また、
制御部５は、循環ポンプ３３を駆動した状態において、流量センサ８３による内視鏡接続
管路３１ｂ内の液体の流量が、前記所定の第１閾値以下であり、かつ所定の閾値１よりも
小さい値である所定の第２閾値を超えた場合に、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ
１６ｂのうちのいずれか一方が開状態であり、他方が閉状態であると判定する。
【０２１２】
　本数検知部８０は、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂのうちのいずれか一
方が開状態であり、他方が閉状態である場合には、第２本数Ｎ２は１であるとして検知す
る。また、本数検知部８０は、第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ１６ｂの双方が開
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状態である場合には、第２本数Ｎ２は２であるとして検知する。
【０２１３】
　なお、本変形例において、流量センサ８３が内視鏡接続管路３１ｂ内の圧力を測定する
圧力センサに置き換えられても、制御部５による第１コネクタ１６ａおよび第２コネクタ
１６ｂのうちの開状態であるものの個数の判定が可能である。
【０２１４】
（第７の実施形態）　
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。以下では第１から第５の実施形態と
の相違点のみを説明するものとし、第１から第５の実施形態と同様の構成要素については
同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０２１５】
　図１３に示す本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、前述した第１から第５の実施形態
に比して、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知のための構成が異なる。図１３は、
本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の、本数検知部８０に関わる構成を示す図である。
【０２１６】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２内に配置された全ての内視鏡の質量の
合計である合計質量Ｗａを測定する質量測定部８４を備える。質量測定部８４は、例えば
、処理槽２内に配置された載置部８４ａを備え、載置部８４ａ上に配置された物体の質量
を測定する。載置部８４ａは、例えば処理槽２内において複数本の内視鏡を保持する形状
を有している。質量測定部８４は、制御部５に電気的に接続されており、合計質量Ｗａの
測定結果を制御部５に出力する。なお、質量測定部８４は、処理槽２自体を含めた質量を
測定する形態であってもよい。
【０２１７】
　本数検知部８０は、合計質量Ｗａの値から、処理槽２内に配置されている内視鏡の本数
である第２本数Ｎ２を算出する。例えば、本数検知部８０は、合計質量Ｗａの値が、所定
の第１閾値を超えていれば、第２本数Ｎ２は２であるとして算出する。また例えば、本数
検知部８０は、合計質量Ｗａの値が、所定の第１閾値以下であり、かつ第１閾値よりも低
い所定の第２閾値を超えていれば、第２本数Ｎ２は１であるとして算出する。
【０２１８】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の他の構成は、前述した第１から第５の実施形態と
同様である。よって、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１においても、第１本数Ｎ１と第
２本数Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行することにより、内視鏡
情報読取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０２１９】
（第８の実施形態）　
　次に、本発明の第８の実施形態について説明する。以下では第１から第５の実施形態と
の相違点のみを説明するものとし、第１から第５の実施形態と同様の構成要素については
同一の符号を付し、その説明を適宜に省略するものとする。
【０２２０】
　図１４に示す本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、前述した第１から第５の実施形態
に比して、本数検知部８０による第２本数Ｎ２の検知のための構成が異なる。図１４は、
本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の、本数検知部８０に関わる構成を示す図である。
【０２２１】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１は、処理槽２内に配置された全ての内視鏡を視野内
に収めて撮像するカメラ８５を備える。カメラ８５は、制御部５に電気的に接続されてお
り、撮像した画像を制御部に出力する。
【０２２２】
　本数検知部８０は、カメラ８５によって撮像された画像から、処理槽２内に配置されて
いる内視鏡の本数である第２本数Ｎ２を算出する画像処理部８０ｃを備える。画像処理部
８０ｃは、例えば、内視鏡が備える操作ハンドル等の特徴的な形状の部位を、画像中から
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パターンマッチング等の画像処理により検出する。本数検知部８０は、この画像処理部８
０ｃによって検出された部位の数から、第２本数Ｎ２を算出する。なお、本数検知部８０
は、画像中に占める内視鏡の面積の比率から、画像中に写っている内視鏡の数を算出し、
これを第２本数Ｎ２としてもよい。
【０２２３】
　本実施形態の内視鏡リプロセッサ１の他の構成は、前述した第１から第５の実施形態と
同様である。よって、本実施形態の内視鏡リプロセッサ１においても、第１本数Ｎ１と第
２本数Ｎ２とが異なる場合に報知部８によるエラーの報知を実行することにより、内視鏡
情報読取部９による内視鏡情報の読み取り忘れを防止することができる。
【０２２４】
　なお、本発明は、前述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲および明細書
全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのよ
うな変更を伴う内視鏡リプロセッサもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【０２２５】
　本出願は、２０１５年９月２日に日本国に出願された特願２０１５－１７３１７８号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲、図面に引用されたものとする。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

内窥镜再处理装置检测从内窥镜读取内窥镜信息的内窥镜信息读取单
元，配置有内窥镜的处理槽，以及配置在该处理槽内的内窥镜的数量。 
内窥镜编号读取单元和内窥镜信息读取单元读取的内窥镜数量的第一数
量和由编号感测单元检测到的内窥镜数量的第二数量是否相同或不同。 
当确定单元确定第一数字和第二数字不同时，确定单元确定连接到确定
单元和通知单元的通知错误的通知单元， 还有控制通知单元的控制单
元。
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